
（一覧表）

※コンビニ交付で取得できない上記以外の各種証明書は、役場窓口や郵便請求にて交付します。

本人及び同一世帯の方

本人のみ（印鑑登録している方）

本人のみ

本人のみ

備考

除票及び住民票ｺｰﾄﾞ入

りは取得できません。

草津町に印鑑登録され

ている方のみ

交付手数料取得できる方

300円

300円

300円

300円

証明書の年度の賦課期日

（1月1日）に草津町に住

所を有する方で、所得等

の情報がある方。

取得できる証明書

住民票の写し

印鑑登録証明書

所得証明書

課税（非）証明書

令和５年１２月２０日（水）

から始まりました。

コンビニ交付サービスについて
●マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエ

ンスストア等に設置されているキオスク端末（マルチコ

ピー機）をご自身で操作していただくことで住民票等

（下記一覧表）を取得できます。

早朝、夜間や休日などでも証明書が取得できます。

ぜひ、ご利用ください。

※コンビニ交付サービスについては、詳しくは

https://www.lg-waps.go.jp＜外部リンク＞をご覧ください。

取得できる証明書と交付手数料

利用できる方

利用できる店舗

（裏面記載あり）



１.マイナンバーカードをお持ちになり、利用できる店舗に行く。

２.キオスク端末（マルチコピー機）の画面内にある「行政サー

ビス」を選択する。

３.マイナンバーカードをセットする。

４.暗証番号4桁を入力する。

（1）暗証番号は、マイナンバーカード交付時に設定した利用者

証明用電子証明書。

  (2)  暗証番号の入力を３回誤ったときは、役場住民課窓口で再

設定の手続きが必要です。

５.必要な証明書、必要事項、枚数等を選択する。

６.手数料を入金する。

７.証明書を受け取る。※マイナンバーカードの取り忘れにご注意ください。

詳しい操作手順については、https://www.lg-waps.go.jp＜外部リンク＞をご覧ください。

●　利用できるのは、マイナンバーカードをお持ちの本人のみです。

●　マイナンバーカードの交付当日は利用できません。翌日から利用可能となります。

●　役場窓口で印鑑証明書を取得するときは、これまでどおり印鑑登録証明証（手帳）の提示が必要です。

利用方法

注意事項

この機会にマイ

ナンバーカード

の申請を!!

問い合わせ先

〒377-1792 群馬県吾妻郡草津町大字草津28番地

草津町役場 住民課 ☎0279-88-7192（直通）

（裏面記載あり）


